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国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の

天
引
き
）を
口
座
振
替
へ
変
更
で
き
ま
す

口
座
振
替
へ
の
変
更
で

ご
注
意
い
た
だ
き
た
い

こ
と

　

特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）か
ら
口

座
振
替
へ
納
付
方
法
の
変
更
を
希
望
す
る
方

は
、
役
場
保
健
福
祉
課
ま
た
は
由
岐
支
所
に

申
し
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。（
申
し
出
に
つ

い
て
は
随
時
受
付
を
し
て
い
ま
す
が
、
特
別

徴
収
の
中
止
処
理
に
は
時
間
を
要
す
る
た

め
、
申
し
出
の
時
期
に
よ
り
中
止
で
き
る
年

金
支
払
い
月
が
違
い
ま
す
）

　
平
成
28
年
４
月
か
ら
特
別
徴
収
を
中

止
し
て
、
７
月
か
ら
の
口
座
振
替
へ
納

付
方
法
の
変
更
を
希
望
す
る
方
は
、
平

成
28
年
１
月
29
日（
金
）ま
で
に
申
し
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。「
普
通
徴
収（
口
座

振
替
）申
出
書
」と「
口
座
振
替
依
頼
」

が
必
要
で
す（
下
記
参
照
）。

１
、
こ
れ
ま
で
口
座
振
替
を
ご
利
用
で
な
か

っ
た
方
は
、
役
場
・
支
所
へ
の
申
し
出

の
前
に
ご
希
望
の
金
融
機
関
へ「
口
座

振
替
依
頼
書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
提
出
の
際
に
口
座
の
届
出
印
が
必
要

に
な
り
ま
す
）。
そ
の
後
、
役
場
・
支

所
へ
の
申
し
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

★
美
波
町
役
場
へ
の
特
別
徴
収
か
ら
普
通

徴
収
変
更
の
申
し
出（
申
出
書
は
本
庁
・

支
所
に
あ
り
ま
す
）

★
金
融
機
関
へ
の
口
座
振
替
依
頼（
国
保

税
の
口
座
登
録
が
な
い
方
）↑
金
融
機

関
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　

右
記
２
つ
の
申
し
出
と
依
頼
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

◆
利
用
で
き
る
金
融
機
関

・
阿
波
銀
行　

本
支
店

・
徳
島
銀
行　

本
支
店

・
か
い
ふ
農
業
協
同
組
合　

本
支
所

・
徳
島
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

　

各
代
理
店

・
四
国
内
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

２
、
口
座
振
替
に
変
更
し
た
場
合
、
そ
の
分

の
社
会
保
険
料
控
除
は
口
座
振
替
で
支

払
っ
た
方
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
世
帯
全
体
の
所
得
税
や
住
民
税
が

減
額
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

３
、
こ
れ
ま
で
の
滞
納
理
由
等
に
よ
り
、
今

後
も
確
実
な
納
付
が
見
込
め
な
い
と
判

断
さ
れ
る
場
合
は
、
口
座
振
替
へ
の
変

更
を
お
受
け
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
変
更
後
に
滞
納
が
発
生
し

た
場
合
は
年
金
か
ら
の
お
支
払
い
に
戻

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
お
問
い
合
せ
】
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平
成
27
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
28
年

４
月
１
日
ま
で
の
間
に
65
歳
に
な
ら
れ

た（
な
ら
れ
る
）世
帯
主
の
方
お
よ
び
美

波
町
に
転
入
さ
れ
た
世
帯
主
の
方
で
、

下
記
の
条
件
を
ど
ち
ら
も
満
た
す
場
合

は
、
平
成
28
年
度
か
ら
新
た
に
特
別
徴

収
の
対
象
者
に
な
り
ま
す
！

　

下
記
の
条
件
を
ど
ち
ら
も
満
た
す
世

帯
主
の
方
で
、
平
成
27
年
４
月
２
日
か

ら
10
月
１
日
ま
で
に
65
歳
に
な
ら
れ
た

方
お
よ
び
美
波
町
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、

原
則
、
平
成
28
年
４
月
か
ら
特
別
徴
収

が
始
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
以
降
に

65
歳
に
な
ら
れ
た（
な
ら
れ
る
）方
お
よ

び
転
入
さ
れ
た
方
は
、
平
成
28
年
６
月

以
降
か
ら
順
次
特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま

す
。

※
４
〜
８
月
の
特
別
徴
収
の
金
額
は
平

成
27
年
度
の
年
税
額
か
ら
計
算
し
た

金
額
に
な
り
ま
す
。

〈
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
条
件
〉

①
世
帯
主
を
含
む
世
帯
内
の
国
保
加
入

者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
あ

る
世
帯
の
世
帯
主
の
方（
ご
自
身
が
国

保
に
加
入
し
て
い
な
い
擬
制
世
帯
主

の
方
は
除
き
ま
す
）

②
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給
し

て
い
る
方（
複
数
の
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
は
、
全
部
の
金
額
の
合
計
で

は
な
く
１
つ
の
年
金
で
18
万
円
以
上

で
あ
る
こ
と
）

※
た
だ
し
、
介
護
保
険
料
と
国
民
健
康

保
険
税
の
合
算
額
が
年
金
受
給
額
の

1/2
を
超
え
る
場
合
は
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。

　
平
成
28
年
度
中
に
新
た
に
特
別
徴
収

の
対
象
者
に
な
る
予
定
で
、
口
座
振
替

を
希
望
す
る
方
は
事
前
に
申
し
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
平
成
28
年
４
月
か
ら
特
別
徴
収
を
中

止
す
る
場
合
は
、
平
成
28
年
１
月
29
日

（
金
）ま
で
に
申
し
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

６
月
以
降
に
対
象
者
と
な
る
方
も
、
お

早
め
に
申
し
出
を
お
願
い
し
ま
す
。（
申

し
出
の
時
期
に
よ
り
中
止
で
き
る
年
金

支
払
い
月
が
違
い
ま
す
）

※
特
別
徴
収
の
場
合
、
年
金
受
給
者
ご

本
人
が
そ
の
国
民
健
康
保
険
税
を
支

払
っ
た
も
の
と
し
て
、
所
得
税
や
住

民
税
の
申
告
の
際
に
社
会
保
険
料
控

除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。


